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　今まで農業集落排水処理施設10地区で異
なっていた世帯人数別の使用料金を、4月1
日から公共下水道で採用している水道使用量
などに応じた従量制の使用料に統一します
（下記表）。
　これに伴い、水道水、井戸水などの使用状
況を調査する必要がありますので、ご協力を
お願いします。

農業集落排水処理施設ご利用の皆さんへ
水道水、井戸水などの使用状況調査にご協力ください

身近なトラブルでお困りの皆さんへ
民事調停で円満な解決を！

　身近なトラブルが発生した場合、それを解決
するためには、さまざまな手続きがあります。
　裁判所には、裁判のほかに、裁判官や調停委
員の立会いのもと、話し合いによって、トラブ
ルを円満に解決する「民事調停」という手続き
があります。
民事調停の利点　▼裁判官や調停委員が関与
し、実情に即した解決を図ることができます。

　▼訴訟に比べ、手続きが簡単で費用も低額です。
　▼手続きが非公開なので秘密が守られます。
　▼合意を記載した調書は、確定判決と同様
の効力があり、執行力があります。

 津簡易裁判所民事調停係
　  059‐226‐4614

対象　農業集落排水処理施設利用世帯
調査期間　1月中旬～2月末
調査方法　各地区の管理組合を通じて調査票
を配布しますので、必要事項を記入の上、
各地区の管理組合に提出してください。

　※事業所には、調査票を郵送します。また、
必要な場合は聞き取り調査も実施します。

　　　　　　◎調査の結果、次に該当する世
帯で汚水量認定申請が必要な
場合は、上下水道部営業室か
ら申請書を送付します。

▼水道水以外に井戸水などを生
活用水に利用している世帯
▼水道水を多量に生活用水以外
に利用している世帯　

 上下水道部営業室
　  63‐4111
（お客様センターと共通）

大切な文化財を火災から守りましょう
1月26日は文化財防火デー

　1月 26日は法隆寺金堂壁画が焼損した日で
あることから「文化財防火デー」に定められて
います。火災などから大切な文化財を守るため
に、日ごろから文化財の愛護に努めましょう。
○消防訓練を実施します
日時　1月29日日午前10時～11時30分　
※小雨決行。中止決定は午前7時に判断し、
テレホンサービス（63‐9500）で案内します。

場所　弥勒寺境内（西田原）
参加団体　地域住民、市教育委員会、市消防
団、名張消防署

※訓練で消防車両がサイレンを鳴らします。
　一般の見学も可能です。

 消防本部予防室　  63‐1412

平和を、仕事にする。
自衛官募集

募集種目／応募資格
★幹部候補生 一般・技術／20歳以上26歳未満
　※22歳未満は、大卒（見込含）者。大学院
修士学位取得者（専門職大学院を除く。海上
技術幹部候補生志願者は、理工学修士学位取
得者に限る）および自衛官は28歳未満

　応募期間　2月1日水～4月27日金
★予備自衛官補 一般／18歳以上34歳未満
　応募期限　4月4日水
★予備自衛官補 技能／18歳以上で、国家免許資
格等を有する者（資格により53～55歳未満）

　応募期限　4月4日水
◎応募年齢は平成25年4月1日の年齢

 自衛隊伊賀地域事務所　  21‐6720

基本使用料
（1ヵ月につき）種別

一般

従量使用料
（1㎥につき）

10㎥まで 11㎥から20㎥まで1,575円 162円
21㎥から30㎥まで 178円
31㎥から50㎥まで 199円
51㎥から100㎥まで 225円
101㎥以上 246円

浴場 10㎥まで 11㎥以上1,575円 36円
臨時 10㎥まで 11㎥以上1,575円 246円

公共下水道使用料（従量制）※消費税込み

広告広告

超ひかりといえば

まずはお電話下さい。0595-64-7821

　市の公の施設から暴力団を排除するため、市
および伊賀南部環境衛生組合と名張警察署は、
昨年12月20日、「名張市が設置する公の施設
からの暴力団排除措置運用協定」「伊賀南部リ
サイクルプラザからの暴力団排除措置運用協
定」を締結しました。
　協定では、公共施設の利用が暴力団に利益を
与える疑いがある場合などの名張警察署への照
会、施設利用の許可決定を取り消す場合などの
事前協議、協力体制について定めています。

公の施設からの

暴力団排除措置運用協定を締結


